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第１章 はじめに 

本県では、平成 14 年 3 月に「栃木県廃棄物処理計画（計画期間：平成 13 年度から平成

22 年度）」を策定し、一般廃棄物や産業廃棄物の減量その他その適正処理に関する施策を

総合的かつ計画的に推進してきたところです。 
この改定計画は、平成 17 年度が当初計画の中間年度にあたることや、計画の指針となる
「環境大臣が定める国の基本方針」が平成 17 年 5 月に改正されたことを受け、廃棄物処

理の状況や廃棄物関連法令の動向などを踏まえ、当初計画を見直したものです。 

1.1 計画改定の背景 

近年の廃棄物を取り巻く状況は、社会経済活動の拡大、国民生活の多様化、物質的豊かさ

の増大等によって廃棄物の排出量が減らない状況にあります。また、一方では、廃棄物の不

法投棄や不適正処理が後を絶たず、そのことが県民の廃棄物処理に対する不安感、不信感を

助長し、廃棄物処理施設の確保がより一層困難になるなどの悪循環を招いている状況にあり

ます。 

こうした中、国においては、大量生産、大量消費、大量廃棄を基調とする社会経済活動や

ライフスタイルを見直し、廃棄物の排出を抑制するとともに、その再生利用等を促進するた

め、「循環型社会形成推進基本法」をはじめとするリサイクル関連法を整備し、「廃棄物の処

理及び清掃に関する法律（以下、「廃棄物処理法」という）」についても、排出事業者責任の

徹底と処理業者に対する規制強化や不法投棄の未然防止、リサイクルの推進などを柱とする

改正を行うなど、廃棄物処理をめぐる法制度の充実を図っているところです。 

本県では、昭和 56 年以来 4 次にわたり「栃木県産業廃棄物処理計画」を策定するととも

に、市町村の一般廃棄物処理基本計画の指針として「栃木県ごみ減量化・再生利用推進計画」

を策定し、廃棄物の減量化と適正処理を進めてきました。さらに、平成 15 年 3 月には、“と

ちぎ”の地域特性を活かした循環型社会の姿や、県民、事業者、行政の果たすべき役割を明

らかにした栃木県循環型社会推進指針「3Ｒプロジェクト“とちの環”」を策定し、循環型社

会の構築に向けての取組を推進しています。 

栃木県廃棄物処理計画は、平成 12 年の廃棄物処理法の改正を受け、一般廃棄物及び産業

廃棄物の減量化や適正処理を推進するため、平成 13 年度から平成 22 年度までの 10 年計画

として平成 14 年 3 月に定めました。 

今回の改定は、平成 17 年度が計画の中間年度にあたること、計画の指針となる国の「廃

棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本

的な方針（以下、「環境大臣が定める国の基本方針」という）」が平成 17 年 5 月に改正され

たことを受け、廃棄物処理やリサイクル関連法令の動向や本県の廃棄物排出・処理状況の実

態を踏まえ、平成 22 年度の目標達成に向けて、計画の見直しを行いました。 

1.2 計画の位置付け 

この計画は、栃木県総合計画「とちぎ元気プラン」(平成 18～22 年度)、「栃木県環境基本

計画（改定計画）」（平成 18～22 年度）の部門計画として、「環境大臣が定める国の基本方針」
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（目標年度：平成 22 年度）に即して策定しました。 

 

1.3 計画期間 

計画期間は、平成 18 年度から平成 22 年度までの 5 年間とします。ただし、廃棄物処理施

設の整備など中長期的な課題については、計画目標期間の 10 年後を視野に入れています。 

また、社会情勢などに大きな変化が生じた場合には、必要に応じて見直しを行います。 

 

1.4 用語の定義等 

①廃棄物の分類 

□廃棄物の排出元による分類 

生活系廃棄物 一般家庭から排出される廃棄物 

事業系廃棄物 事業活動に伴って事業者から排出される廃棄物 

□廃棄物処理法上の分類（廃棄物の処理責任による分類） 

一 般 廃 棄 物 
一般家庭から排出される廃棄物（ごみ、し尿）及び事業活動から生じ

る廃棄物のうち産業廃棄物に分類されないもの 

産 業 廃 棄 物 
事業活動に伴って排出される廃棄物のうち、法令で定められた 20 品目

をいい、事業者が処理責任を負うもの 

②廃棄物の処理に係る用語 

再使用 廃棄物等を製品としてそのまま又は製品の一部を使用すること 

再生利用 廃棄物等を原材料として利用すること（マテリアルリサイクル） 

熱回収 
廃棄物等のうち可燃性のものを熱を得ることに利用すること（サー

マルリサイクル） 

循環的利用 再使用、再生使用、熱回収のこと 

最終処分 最終処分場に埋立処理すること 

再生利用率 廃棄物の排出量に占める再生利用量の割合（熱回収分を含まない） 

最終処分率 廃棄物の排出量に占める最終処分量の割合 

安定型産業廃棄物 
廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラス・陶磁器・コンク

リートくず、がれき類の 5 品目 

管理型産業廃棄物 
燃え殻、ばいじん、汚泥、鉱さい、木くずなど安定型産業廃棄物以

外の品目（有害なものは除く） 
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廃棄物  一般廃棄物 し尿(※1)

ごみ 生活系一般廃棄物

事業系一般廃棄物

 産業廃棄物(事業活動から生じる20品目(※2)の廃棄物)
事業系廃棄物

生活系廃棄物

 
※1 一般廃棄物のうち「し尿」については、その排出及び処理の形態が他の廃棄物とは異なるため、本計画

では特に記載のない限り、これを除いて取り扱っています。 
※2 紙くず※、木くず※、繊維くず※、動植物性残さ※、動物系固形物※、ゴムくず、金属くず、ガラス陶磁器

コンクリートくず、鉱さい、がれき類、動物ふん尿※、動物の死体※、ばいじん類、燃え殻、汚泥、廃油、

廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、産業廃棄物を処理したもの。 (※は業種の指定があるもの)  

自家処理
・自主回収等 再使用・再生利用

・熱回収
再使用・売却等

集団回収量

直営収集
・委託収集

許可業者
・直接搬入

市
町
村
処
理
量

再生利用
(再使用も含む)

減量化

最終処分

熱回収

再生利用

減量化

最終処分

熱回収

生
活
系

事
業
系

排
出
量

市
町
村
が
把
握
し
て
い
る
量

循
環
的
利
用

循
環
的
利
用

排
出
量

【収集段階】 【処理段階】

＜ 一般廃棄物 ＞ ＜ 産業廃棄物 ＞

 
図 1 廃棄物処理の概念図 

 

③本計画の基礎となったデータ 

○本計画の基礎となった各種データの出典、調査時点等は、特に記載のないかぎり次のと

おりです。 

□一般廃棄物のデータは、市町村からの報告を集計したものです。 

□産業廃棄物のデータのうち排出状況及び処理状況のデータは排出事業者に対して

行った実態調査及びそれに基づく推計値、処理施設にかかるデータは処理業者から

の実績報告を集計したものであり、データの性格上一致しない部分があります。 

□産業廃棄物のデータのうち、平成 5 年度、平成 10 年度及び 15 年度の数値は「産業

廃棄物実態調査」、その他の年度は「産業廃棄物の排出・処理状況報告」に基づく

数値です。 

□施設の設置数や処理能力等は平成 15 年度末現在、排出量や処理状況等は平成 15 年

度 1 年間の実績です。 

□図表の数値は、各項目ごとに単位未満の端数を四捨五入等しているので、合算した

値が合計欄の数値と一致しない場合や表間で数値が一致しない場合等があります。 
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○今回の改正における産業廃棄物の将来予測、目標設定等については、「使用済自動車の

再資源化等に関する法律（以下、「自動車リサイクル法」という）」の施行（平成 17

年 1 月）により、廃自動車が全て廃棄物に移行するものとして集計しました。 

また、製造業・建設業等から排出される汚泥、鉱さいのうち、「鉱山保安法」に基づ

き埋め戻し処分をしている汚泥、鉱さいについては、その処理形態に合わせ鉱業に分類

し、集計しました。このため、他の統計資料、計画と異なる場合があります。なお、本

計画では、必要に応じて併記、注釈等をつけています。 
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第２章 本県の廃棄物処理の現状と計画の進捗状況 

2.1 廃棄物の排出状況 
□ 一般家庭から排出される生活系一般廃棄物の排出量は横ばいで推移しているのに対し、
事業所から排出される事業系廃棄物は増加傾向にあります。 
□ 県民が 1 人 1 日あたり排出する生活系一般廃棄物の量は 745 グラムです。 

 
図 2 一般廃棄物排出量の推移 
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図 3 一般廃棄物排出量指数の推移 
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図 4 事業系廃棄物排出量の推移 
（農業・鉱業に係るものを除く） 
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図 5 事業系廃棄物排出量指数の推移 
（農業・鉱業に係るものを除く） 
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図 6 産業廃棄物排出量の推移（業種別） 
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図 7 産業廃棄物排出量指数の推移（業種別） 
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①一般廃棄物の排出状況 

○一般家庭から排出される生活系一般廃棄物の排出量は横ばいで推移しているのに対して、

工場や店舗等の事業者から排出される事業系一般廃棄物は増加傾向が著しい状況にあり

ます。 

○事業系を含めた 1 人 1 日あたり排出する一般廃棄物の量は 1,075グラムと増加傾向にあ

り、また、市町村別では、旅館ホテル、事業所等が多く立地する観光地や都市部、その

周辺の市町村で多い傾向にあります。 

○県民が 1 人 1 日あたり排出する生活系一般廃棄物の量は 745 グラムで、近年、横ばい傾

向にあります。 

○市町村が収集した一般廃棄物の約 7 割は可燃ごみであり、その排出量は近年、増加傾向

にあります。 

 
表 1 一般廃棄物排出量の推移 

（単位：千t）

指数 指数 指数
H5 544 100 143 100 687 100

H6 558 103 148 103 706 103
H7 534 98 156 109 690 100
H8 529 97 161 112 691 101

H9 543 100 167 117 710 103
H10 545 100 181 126 726 106
H11 541 99 191 133 731 106
H12 544 100 213 148 757 110

H13 550 101 221 154 771 112
H14 554 102 235 163 788 115
H15 548 101 242 169 790 115
※平成5年度を100とした指数

年度 生活系 事業系 合計

 

表 2 1 人 1 日あたり一般廃棄物 
排出量の推移 

（単位：g/人･日) 
一般廃棄物
全体 指数 指数

H9 975 98 745 101

H10 994 100 746 101
H11 998 100 738 100
H12 1,028 103 738 100
H13 1,052 105 750 102

H14 1,075 108 755 102
H15 1,075 108 745 101
※ 平成11年度を100とした指数

年度 生活系
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表 3 1 人 1 日あたり一般廃棄物排出量（市町村別） 
指数 指数

H11 H15 H15/H11 H11 H15 H15/H11

宇都宮市 1,230 1,322 107.5 34 7 西方町 446 724 162.2 1 36
足利市 1,206 1,327 110.1 27 6 大平町 760 847 111.4 24 25
佐野市 1,161 984 84.7 46 19 藤岡町 630 716 113.6 21 37
鹿沼市 1,015 1,076 106.1 36 13 岩舟町 513 778 151.6 2 32
日光市 1,470 1,494 101.6 42 3 都賀町 508 745 146.6 3 35
今市市 941 1,035 110.0 28 16 真岡市 858 943 110.0 29 21
大田原市 997 1,055 105.8 37 15 二宮町 620 810 130.7 10 29
黒磯市 1,075 1,163 108.2 32 10 南那須町 437 610 139.6 5 46
上三川町 777 1,034 133.1 8 17 烏山町 865 1,005 116.2 19 18
上河内町 599 710 118.5 15 38 馬頭町 575 700 121.8 14 39
河内町 855 922 107.8 33 23 小川町 672 838 124.7 12 28
粟野町 611 682 111.7 23 41 湯津上村 469 625 133.3 7 45
足尾町 1,418 1,438 101.4 43 5 黒羽町 668 791 118.5 16 30
壬生町 955 982 102.8 40 20 田沼町 672 788 117.3 18 31
石橋町 837 1,193 142.6 4 9 葛生町 785 923 117.5 17 22
栗山村 3,551 1,953 55.0 49 2 矢板市 813 864 106.2 35 24
藤原町 2,419 2,329 96.3 44 1 塩谷町 444 570 128.4 11 47
那須町 1,166 1,222 104.8 39 8 氏家町 765 843 110.2 26 26
西那須野町 1,150 1,093 95.0 45 11 高根沢町 500 663 132.6 9 43
塩原町 1,734 1,453 83.8 47 4 喜連川町 632 777 122.9 13 33
益子町 598 688 115.1 20 40 小山市 971 1,063 109.5 30 14
茂木町 629 510 81.0 48 49 南河内町 611 664 108.7 31 42
市貝町 494 553 111.9 22 48 国分寺町 699 772 110.4 25 34
芳賀町 462 625 135.2 6 44 野木町 798 839 105.2 38 27
栃木市 1,062 1,091 102.7 41 12

全　体 998 1,075 107.8

市町村名 市町村名
H11-15
増加率
順位

H15
順位

H11-15
増加率
順位

H15
順位

排出量(g/人･日) 排出量(g/人･日)

 
※平成15 年度末現在の市町村名 

 
表 4 一般廃棄物排出量の推移（種類別） 

(単位：千t・％)

構成比 構成比 構成比 構成比 構成比
638 87.3 651 86.0 656 85.1 665 84.4 664 84.0

可燃ごみ 511 69.9 528 69.7 530 68.8 538 68.3 545 69.0
不燃ごみ 36 4.9 33 4.4 31 4.0 29 3.6 29 3.6
資源ごみ 83 11.3 80 10.6 87 11.3 91 11.5 82 10.4
粗大ごみ 7 1.0 6 0.7 4 0.5 4 0.5 4 0.5

その他 1 0.2 4 0.6 4 0.5 4 0.5 5 0.6
65 8.9 77 10.2 84 11.0 95 12.0 96 12.1
28 3.8 29 3.8 30 4.0 29 3.6 31 3.9

合計 731 100.0 757 100.0 771 100.0 788 100.0 790 100.0

H15H11 H12 H13 H14種類

直接搬入
集団回収

市町村収集

 

  
表 5 し尿処理量の推移（浄化槽汚泥を含む） 

（単位：千kl）

指数 指数 指数
H5 385 100 233 100 619 100
H6 359 93 252 108 611 99
H7 346 90 240 103 587 95
H8 322 84 263 113 586 95
H9 310 81 268 115 578 93
H10 259 67 242 104 500 81
H11 251 65 273 117 524 85
H12 219 57 277 119 496 80
H13 205 53 284 122 489 79
H14 191 50 292 125 483 78
H15 173 45 288 124 461 74
※平成5年度を100とした指数

し尿 浄化槽
汚泥 合計年度
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②産業廃棄物の排出状況 

○産業廃棄物の総排出量は近年、増加傾向にあり、特に製造業・建設業等からの排出量の

増加が著しい状況にあります。 

○排出量の約 4 割は鉱業や電気・ガス・水道業から排出される汚泥です。 

 
図 8 産業廃棄物排出量の内訳（業種別） 

農業
34.1%

鉱業
19.0%

製造業
18.7%

建設業
15.0%

電気・ガス・
水道業
12.6%

その他
0.7%

総排出量
8,788千t
(平成15年度)

 

図 9 産業廃棄物排出量の内訳（種類別） 

その他
6.6%

金属くず
2.1%

鉱さい
2.6%

がれき類
13.4%

動物ふん尿
34.0%

汚泥
41.3%

総排出量
8,788千t
(平成15年度)

 

 
表 6 産業廃棄物排出量の推移（業種別） 

(単位：千t)

指数 指数 指数 指数

H5 2,620 100 2,220 100 1,607 100 6,447 100
H6 2,714 104 2,240 101 1,518 94 6,472 100
H7 2,728 104 2,246 101 1,467 91 6,441 100
H8 2,745 105 2,263 102 1,415 88 6,423 100

H9 2,761 105 2,234 101 1,411 88 6,406 99
H10 3,210 123 2,261 102 1,025 64 6,496 101
H11 3,198 122 3,055 138 1,020 63 7,273 113

(2,275) (102) (6,493) (101)
H12 3,243 124 3,073 138 1,017 63 7,333 114
H13 3,341 128 3,006 135 948 59 7,294 113

H14 3,459 132 2,988 135 966 60 7,413 115
4,128 158 2,994 135 1,666 104 8,788 136
3,797 145 1,997 124

※ 平成5年度を100とした指数

※ 農業の( )は動物のふん尿の算定方法の変更による増加分を除いた数値

H15

合計年度
建設業・
製造業等 農業 鉱業

※ H15の下段の数値は、鉱山保安法に基づき埋め戻し処分を行っている汚泥等を
鉱業で集計したもの  

 
表 7 産業廃棄物排出量の推移（種類別，農業・鉱業除く） 

（単位：千t・％）

構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比
汚泥 1,635 51.1 1,695 52.3 1,795 53.7 1,916 55.4 1,964 47.6 1,645 43.3
がれき類 792 24.8 787 24.3 770 23.1 816 23.6 1,179 28.5 1,179 31.0
鉱さい 230 7.2 232 7.1 243 7.3 208 6.0 225 5.5 213 5.6
金属くず 74 2.3 81 2.5 79 2.4 90 2.6 185 4.5 185 4.9
廃プラスチック類 151 4.7 131 4.0 129 3.9 99 2.9 121 2.9 121 3.2
木くず 39 1.2 39 1.2 39 1.2 38 1.1 90 2.2 90 2.4
ガラス･陶磁器くず 92 2.9 89 2.7 94 2.8 82 2.4 83 2.0 83 2.2
その他 184 5.7 190 5.9 193 5.8 210 6.1 282 6.8 281 7.4
合計 3,198 100.0 3,243 100.0 3,341 100.0 3,459 100.0 4,128 100.0 3,797 100.0
※ H15(補正)の数値は、鉱山保安法に基づき埋め戻し処分を行っている汚泥等を鉱業で集計したもの

種類 H11 H12 H13 H14 H15 H15
(補正)
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2.2 廃棄物の処理状況 

○県内から排出された廃棄物の中間処理・最終処分の状況 

□一般廃棄物は、中間処理による減量化により最終処分量・率とも着実に減少しています。 

□一般廃棄物の中間処理のほぼ全量が市町村で処理されていますが、最終処分の約 3 割を
県外に依存しています。 
□産業廃棄物は、排出量が増加しているものの、最終処分量は横ばいで推移しており、最

終処分率は減少しています。 
□産業廃棄物の中間処理、安定型産業廃棄物の最終処分については、県内処理が高い割合

ですが、管理型産業廃棄物の最終処分はその全量を県外に依存しています。 

□産業廃棄物の処理状況を種類別にみると、がれき類、鉱さい、金属くずの再生利用が進

んでいる一方、廃プラスチック類、木くず、廃油については再生利用量が少なく、ガラ

ス・陶磁器くず、廃プラスチック類については最終処分量が多い状況にあります。 

○一般廃棄物処理施設の状況 

□中間処理施設として、焼却施設 23、粗大ごみ処理施設 14、資源化等施設 21 が稼動して

います。 
□焼却施設はダイオキシン類対策や施設の広域化などにより、施設数は減少したものの、

処理能力はほぼ同程度となっています。 

□焼却施設等の中間処理施設を設置・管理している 14 市町村等のうち、残余容量がある最
終処分場を有するのは 9 市町村等です。 

○産業廃棄物処理施設の状況 

□産業廃棄物の中間処理施設は、排出事業者の設置する施設が減少し、処理業者の施設数

が増加する傾向にあります。 
□中間処理業者が処理している産業廃棄物のうち、県内から排出されたものは約 65％、県

外から搬入されたものが約 35％となっています。 
□安定型最終処分場は県内に 26 施設がありますが、管理型最終処分場はありません。 
□県内で安定型最終処分されている産業廃棄物のうち、県内から排出されたものは約

25％、県外から搬入されたものが約 75％となっています。また、埋立量の約７割は廃プ
ラスチック類です。 

○焼却炉の休廃止の動向 

□平成 14 年 12 月のダイオキシン類の排出規制の強化により、多くの廃棄物焼却炉が休廃
止され施設数は減少しました。 

 

※ 産業廃棄物のうち、動物ふん尿はそのほとんどが農地に還元処理されていること、鉱業に伴う砂利洗

浄汚泥等については採取地に埋め戻す方法により処理されているなど、他の産業廃棄物とは処理体系

が異なるため、農業、鉱業にかかる産業廃棄物の処理状況については別に記載しました。 
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図 10 一般廃棄物の処理状況の推移 
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図 11 産業廃棄物の処理状況の推移 
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図 12 一般廃棄物の最終処分量の推移 
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図 13 産業廃棄物の最終処分量の推移 
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図 14 一般廃棄物の処理状況 
＜中間処理＞ 
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＜最終処分＞ 
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図 15 産業廃棄物の処理状況（種類別） 
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図 16 産業廃棄物の処理状況 
＜中間処理＞ 

委託（県外）
9%

自社処理
51%委託（県内）

40%

 

＜最終処分(安定型)＞ 

委託（県内）
83%

委託（県外）
17%

 

＜最終処分(管理型)＞ 

委託（県外）
100%

 

 

 
図 17 排出地域別の処理実績 
＜中間処理＞ 

県内排出
64.6%

県外排出
35.4%

 

＜最終処分（安定型）＞ 

県外排出
75.8%

県内排出
24.2%
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図 18 廃棄物焼却炉の推移（ダイオキシン類 
対策特別措置法の届出対象施設） 

(炉)
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※平成 11 年度は、焼却能力による区分けをしていな 

いため、一括で計上したもの 

 

2.2.1 廃棄物の中間処理・最終処分の状況 

①一般廃棄物の処理状況 

□一般廃棄物の再生利用率はここ数年横ばいで推移しているものの、減量化率は微増傾向

にあることから、最終処分量・率はともに減少しています。 

□一般廃棄物の焼却処理、粗大ごみ処理、資源化処理など中間処理のほぼ全量が市町村で

処理されています。 

□一般廃棄物の最終処分量のうち約 7 割は市町村が設置する最終処分場で埋立処分されて   

いますが、約 3 割は県外の民間処理業者に委託処分しています。 

□再生利用量は、紙類、金属類、ガラス類などの重量のある資源物の占める割合はまだ多

いものの、その量は横ばいか減少傾向にあります。一方、ペットボトル、プラスチック

類などの軽量の資源物が増加傾向にあります。 

□市町村の処理手数料については、事業系ごみ、生活系粗大ごみの有料化は進んでいるも

のの、生活系可燃ごみを有料化している市町村は概ね四分の一となっています。 

②産業廃棄物の処理状況 

□産業廃棄物の処理状況を種類別にみると、がれき類、鉱さい、金属くずの再生利用が進 

んでいる一方で、廃プラスチック類、木くず、廃油については再生利用量が少ない状況

にあります。また、廃プラスチック類、ガラス・陶磁器くずについては最終処分量が多

い状況にあります。 

□処理主体をみると、汚泥の脱水処理については、ほぼ全量が排出事業者自らによって処

理されていますが、これを除くと、中間処理のうち排出事業者が自社処理している割合

は約 1 割にとどまり、約 9 割は処理業者への委託処理であり、特に県内処理業者への委

託処理が多くなっています。 
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□最終処分量は、平成 11 年度以降はほぼ横ばいで推移していますが、最終処分率は排出

量の増加により減少しています。 

□産業廃棄物の最終処分については、安定型産業廃棄物の約 8 割は県内で処分されていま

すが、管理型産業廃棄物の全量は県外において埋立処分されています。 

 
表 8 廃棄物の処理状況の推移 

(単位：％)

再生利用 減量化 最終処分 再生利用 減量化 最終処分
H5 13 72 15 43 39 19
H6 13 72 15 43 39 19
H7 16 71 13 40 41 19
H8 16 71 13 35 47 19
H9 19 69 12 35 49 16
H10 18 69 12 41 50 9
H11 18 70 12 41 50 9
H12 18 70 12 40 51 9
H13 18 71 11 39 53 8
H14 18 72 10 39 53 8

48 45 7
52 45 3

年度
一般廃棄物 産業廃棄物

※H15の下段は鉱業に補正した汚泥等を除いたもの

H15 18 72 10

 

表 9 廃棄物の最終処分量・率の推移 

量(千t) 率(%) 量(千t) 率(%)
H5 103 15.0 491 19
H6 104 14.8 505 19
H7 90 13.0 525 19
H8 90 13.0 510 19
H9 88 12.4 453 16
H10 88 12.1 289 9
H11 85 11.7 282 9
H12 87 11.5 285 9
H13 83 10.7 277 8
H14 80 10.1 285 8

287 7
115 3

一般廃棄物 産業廃棄物年度

H15 79 9.9

※H15の下段は鉱業に補正した汚泥等を除いた
もの  

 

 
表 10 一般廃棄物の処理状況 

(単位：千ｔ・％)

構成比 構成比 構成比
中間処理 712 96.8 22 3.0 1 0.2 735

焼却 620 97.3 17 2.6 1 0.1 637
粗大ごみ処理 40 98.7 0 0.0 1 1.2 41
資源化 51 99.7 － － 0 0.3 51
高速堆肥化 1 40.2 1 59.8 － － 2
ごみ燃料化 － － 5 100.0 － － 5
その他 0 100.0 － － － － 0

最終処分 57 72.9 － － 21 27.1 79

県外（民間）
合計処理区分

市町村処理  県内（民間）

 

 

 
表 11 一般廃棄物の再生利用量の推移（種類別） 

（単位：千ｔ）
H11 H12 H13 H14 H15

紙類 74 72 81 77 74

金属類 32 35 28 27 27
ガラス類 19 17 15 16 16
ペットボトル 1 2 4 4 4
プラスチック類 0 0 0 4 4

布類 8 3 4
その他 6 10 11
合計 131 138 140 143 140

136
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表 12 一般廃棄物処理手数料導入の推移 
(単位：市町村)

H11 H12 H13 H14 H15
可燃ごみ 有料 14 9 10 11 12

無料 35 40 39 38 37

収集なし 0 0 0 0 0
不燃ごみ 有料 4 1 1 1 2

無料 41 43 43 44 42

収集なし 4 5 5 4 5
粗大ごみ 有料 36 33 30 30 28

無料 9 8 10 9 10

収集なし 4 8 9 10 11
可燃ごみ 有料 48 44 44 43 47

無料 0 0 0 0 0
収集なし 1 5 5 6 2

不燃ごみ 有料 43 40 37 38 40
無料 0 0 0 0 0
収集なし 6 9 12 11 9

粗大ごみ 有料 36 29 26 29 34
無料 0 0 0 0 0
収集なし 13 20 23 20 15

※ 一部有料も、有料に含む

生
活
系

事
業
系

 

 
表 13 産業廃棄物の処理状況の推移（種類別） 

(単位：千t)
H11 H12 H13 H14 H15

汚泥 103 92 82 95 92
がれき類 716 711 697 765 1,148

鉱さい 206 200 226 190 209
金属くず 68 75 73 82 182
廃プラスチック類 52 52 53 33 56

木くず 14 14 14 15 49
ガラス･陶磁器くず 68 68 73 64 60
廃油 23 20 20 28 38
その他 64 65 74 86 142

合計 1,314 1,297 1,311 1,358 1,976
汚泥 1,410 1,477 1,590 1,660 1,697
がれき類 15 16 15 11 0
鉱さい 0 15 1 1 0
金属くず 0 0 0 0 0
廃プラスチック類 62 42 42 38 38
木くず 21 22 22 21 37
ガラス･陶磁器くず 6 5 5 6 0
廃油 19 19 23 18 29
その他 60 66 55 61 64
合計 1,593 1,662 1,753 1,816 1,865
汚泥 119 126 124 161 175
がれき類 60 60 58 40 31
鉱さい 24 17 16 18 16
金属くず 6 6 6 17 3
廃プラスチック類 36 37 34 28 26
木くず 2 3 3 2 3
ガラス･陶磁器くず 17 16 15 12 22
廃油 1 2 2 2 1
その他 17 18 19 15 10
合計 282 285 277 285 287
汚泥 1,632 1,695 1,796 1,916 1,964
がれき類 791 787 770 816 1,179
鉱さい 230 232 243 209 225
金属くず 74 81 79 99 185
廃プラスチック類 150 131 129 99 121
木くず 37 39 39 38 90
ガラス･陶磁器くず 91 89 93 82 83
廃油 43 41 45 48 68
その他 141 149 148 162 213
合計 3,189 3,244 3,341 3,459 4,128

合
計

再
生
利
用
量

減
量
化
量

最
終
処
分
量
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表 14 産業廃棄物の処理形態の推移（中間処理） 
(単位：千t・％)

H11 H12 H13 H14 H15
1,598 1,651 1,735 1,771 1,917

構成比 98 99 98 99 97
9 10 13 4 16

構成比 1 1 1 0 1
23 13 16 15 46

構成比 1 1 1 1 2
1,630 1,674 1,763 1,790 1,980
95 115 133 124 94

構成比 10 12 13 12 6
836 840 843 856 1,305

構成比 85 84 82 82 89

49 43 50 62 73
構成比 5 4 5 6 5

981 998 1,027 1,041 1,472
71 50 45 123 17

構成比 27 24 22 40 10
111 89 87 79 121

構成比 42 43 42 26 72

85 67 76 103 29
構成比 32 33 37 34 17

267 206 208 305 168

21 19 40 46 113
構成比 8 6 12 13 19

171 196 185 189 257
構成比 64 58 54 55 42

76 106 116 109 238
構成比 28 31 34 32 39

269 340 341 344 608

1,785 1,835 1,953 2,064 2,141
構成比 57 57 58 59 51

1,127 1,135 1,127 1,128 1,700

構成比 36 35 34 32 40
233 248 259 289 386

構成比 7 8 8 8 9
3,146 3,218 3,339 3,480 4,227

委託（県外）

焼
却

そ
の
他

合
計
委託（県外）

合計

自社処理

委託（県内）

自社処理

合計

委託（県内）

委託（県外）

合計

自社処理

委託（県内）

委託（県内）

委託（県内）

脱
水

破
砕

合計

委託（県外）

自社処理

合計

委託（県外）

自社処理

 
 
表 15 産業廃棄物の処理形態の推移（最終処分） 

(単位：千t・％)
H11 H12 H13 H14 H15

県内 97 89 90 66 64

構成比 81 74 79 75 83
県外 22 31 24 22 13
構成比 19 26 22 25 17

合計 119 120 114 88 78

県内 - - - - -
構成比 - - - - -

県外 61 59 62 50 38

構成比 100 100 100 100 100
合計 61 59 62 50 38
県内 102 106 102 146 171

構成比 100 100 100 100 100
県外 - - - - -
構成比 - - - - -

合計 102 106 102 146 171
県内 199 195 192 212 236
構成比 70 68 69 75 82

県外 84 90 86 72 51
構成比 30 32 31 25 18

合計 282 285 277 284 287
※埋め戻しとは、鉱山保安法等により汚泥、鉱さい等を採取地に埋め戻すもの

合
計

安
定
型

管
理
型

埋
め
戻
し
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2.2.2 廃棄物処理施設の状況 

①一般廃棄物処理施設 

（中間処理） 

□平成 15 年度末現在、市町村等の中間処理施設は、焼却施設 23、粗大ごみ処理施設 14、

資源化等施設 21 が稼働しています。 

□焼却施設は、ダイオキシン類対策や施設の広域化により、設置数は減少したものの、処

理能力はほぼ同程度となっています。また、粗大ごみ処理施設数及び資源化施設数はほ

ぼ横ばいの傾向にあります。 

（最終処分） 

□焼却施設等の中間処理施設を設置・管理している 14 市町村等のうち、稼働中の最終処

分場がある市町村等は 9 にとどまり、残る 5 市町村等は最終処分場がなく、県外に搬出

して処分しています。 

□残余容量は約 546 千ｍ3と減少傾向にあり、また、残余容量を毎年度の処分実績で除し

た残余年数は市町村間で大きな差があります。なお、平成 16 年度に埋立容量が 355 千

ｍ3の最終処分場が１ヵ所稼働しています。 

 

 
表 16 一般廃棄物の中間処理施設の設置運営状況の推移 

H11 H12 H13 H14 H15
設置数 33 30 30 23 23
処理能力(トン/日) 2,763 2,898 2,898 2,743 2,743

処理実績(千トン/年) 年間処理量 565 578 613 531 628
資源回収量 1 13 13 5 5

設置数 16 17 16 14 14
処理能力(トン/日) 475 510 435 400 400

処理実績(千トン/年) 年間処理量 50 53 46 45 45
資源回収量 19 21 20 21 23

設置数 21 21 21 19 21

処理能力(トン/日) 173 265 265 224 256
処理実績(トン/年) 年間処理量 19 23 41 41 42

資源回収量 15 15 23 24 22

設置数 70 68 67 56 58
処理能力(トン/日) 3,411 3,673 3,598 3,367 3,399
処理実績(千トン/年) 年間処理量 634 654 700 617 715

資源回収量 35 49 55 49 50

資源化等
施設

合計

施設区分

焼却施設

粗大ごみ
処理施設

 

 
表 17 一般廃棄物の最終処分場の設置運営状況の推移 

H11 H12 H13 H14 H15
施設管理者数 (11) 11 (11) 11 (10) 11 (10) 10 (9) 9
施設数 (11) 12 (11) 12 (10) 12 (10) 12 (9) 12

埋立地面積(千m2) 213 213 213 213 213

全体容量(千m3) 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573

処理実績 埋立実績(千m3/年) 62 71 59 57 52

残余容量(千m3) 761 696 655 599 546

※埋立実績には覆土を含む
※( )は、稼働中のもの  
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図 19 一般廃棄物最終処分場の残余容量の推移 
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②産業廃棄物処理施設 

（中間処理） 

□中間処理施設は、排出事業者の設置する施設が減少し、処理業者の設置する施設が増加

する傾向にあります。ただし、脱水施設の多くは排出事業者が設置しています。 

□焼却施設については、平成 14 年 12 月のダイオキシン類の排出基準の規制強化に伴い、

休廃止が進んでおり、特に排出事業者の施設は大きく減少してきています。 

□県内の中間処理業者が処理している産業廃棄物のうち、県内から排出された廃棄物は約

65％であり、県外から搬入された廃棄物が約 35％を占めています。 

（最終処分） 

□安定型最終処分場は 26 施設ありますが、管理型最終処分場は設置されていません。 

□近年、安定型最終処分場の新規設置数、残余容量は減少傾向にあります。 

□県内で安定型最終処分されている産業廃棄物のうち、県内から排出されたもの（県内で

中間処理されたものを含む）は約 25％で、県外から搬入された廃棄物が約 75％にのぼ

るなど県外排出分が増加傾向にあります。また、埋立量の約 7 割は廃プラスチック類で

す。 
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表 18 産業廃棄物の中間処理施設の設置運営状況 

(単位：処理能力･t/日)

施設数 処理能力 施設数 処理能力 施設数 処理能力 施設数 処理能力 施設数 処理能力
焼却 53 246 54 408 48 416 24 346 20 214
脱水・乾燥 105 6,960 103 7,208 102 6,719 98 6,528 95 6,481
油水分離・ろ過 3 145 5 253 5 253 4 226 2 119
中和 2 413 3 443 2 413 2 413 2 393
破砕・切断 1 26 9 2,105 7 3,105 6 1,104 4 665
たい肥化
固形化
圧縮・減容
溶融・焼成
その他
合計 164 7,790 174 10,417 164 10,906 134 8,617 123 7,872
焼却 37 742 32 623 31 618 25 591 25 589
脱水・乾燥 2 65 2 64 2 65 2 64 3 99
油水分離・ろ過 9 282 7 174 9 187 9 195 4 79
中和 11 711 11 722 13 765 11 644 10 524
破砕・切断 146 29,786 172 45,996 178 49,345 186 50,271 189 56,239
たい肥化 11 745 13 805 15 1,042 15 1,035 16 1,178
固形化 1 175 2 295 3 427 4 559 3 427
圧縮・減容 21 435 22 478 23 1,038 22 1,025 20 1,202
溶融・焼成 13 2,609 13 2,607 14 2,626 18 2,677 18 1,908
その他 6 311 8 1,609 9 1,609 11 1,642 26 2,328
合計 257 35,861 282 53,373 297 57,722 303 58,703 314 64,573
焼却 90 988 86 1,031 79 1,034 49 937 45 803
脱水・乾燥 107 7,025 105 7,272 104 6,784 100 6,592 98 6,580
油水分離・ろ過 12 427 12 427 14 440 13 421 6 198
中和 13 1,124 14 1,165 15 1,178 13 1,057 12 917
破砕・切断 147 29,812 181 48,101 185 52,450 192 51,375 193 56,904
たい肥化 11 745 13 805 15 1,042 15 1,035 16 1,178
固形化 1 175 2 295 3 427 4 559 3 427
圧縮・減容 21 435 22 478 23 1,038 22 1,025 20 1,202
溶融・焼成 13 2,609 13 2,607 14 2,626 18 2,677 18 1,908
その他 6 311 8 1,609 9 1,609 11 1,642 26 2,328
合計 421 43,651 456 63,790 461 68,628 437 67,320 437 72,445

H14 H15

処
理
業
者

合
計

H12 H13
施設区分

排
出
事
業
者

H11

 

 

 
表 19 産業廃棄物の最終処分場（安定型）の設置運営状況の推移 

H11 H12 H13 H14 H15
事業者 設置数 1 1 1 1 2

うち残余容量あり 1 1 1 1 2

残余容量(千m3) 1 1 1 1 2

処理業者 設置数 41 44 47 45 45
うち残余容量あり 24 25 27 27 24

残余容量(千m3) 1,907 1,742 2,260 2,333 2,014

合計 設置数 42 45 48 46 47
うち残余容量あり 24 26 28 28 26

残余容量(千m3) 1,908 1,743 2,261 2,334 2,016  
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表 20 産業廃棄物の最終処分量の推移 

(単位：千t)
H11 H12 H13 H14 H15

県内 110 82 69 74 64
県外 120 131 114 169 166
計 230 213 183 243 230
県内 0 0 0 0 0
県外 0 0 0 0 0
計 0 0 0 0 0
県内 6 1 1 1 1
県外 11 6 4 7 6
計 17 7 5 8 7
県内 16 6 15 3 4
県外 25 18 52 33 32
計 41 24 67 36 36
県内 51 28 24 5 6
県外 27 18 25 53 31
計 78 46 49 58 37
県内 183 117 109 83 75
県外 183 173 195 262 235
計 366 290 304 345 310

合計

廃プラスチック類

ゴムくず

金属くず

ガラス･陶磁器くず

がれき類

 

 
表 21 安定型最終処分場の 
残容容量等の推移 

（単位：千ｍ3）
年度 残余容量 設置数

H5 3,669 　 32
H6 2,941 　 40

H7 2,360 　 41
H8 2,217 　 46

H9 1,416 　 49
H10 1,965 　 49

H11 1,908 　 42(24)
H12 1,756 　 45(26)

H13 2,261 　 48(28)
H14 2,334 　 46(28)

H15 2,016 　 47(26)
※ （ ）は稼働中の施設  

図 20 安定型最終処分場の残余容量等の推移 
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表 22 産業廃棄物の排出地域別処理実績の推移 

(単位：千t・％)

H11 H12 H13 H14 H15
県内排出 1,988 2,290 2,255 2,295 2,394

割合 63.9 66.5 64.5 64.8 64.6

県外排出 1,123 1,153 1,242 1,249 1,312
割合 36.1 33.5 35.5 35.2 35.4

合計 3,111 3,443 3,497 3,544 3,706

県内排出 183 117 109 83 75
割合 50.0 40.3 35.8 24.0 24.2

県外排出 183 173 195 262 235
割合 50.0 59.7 64.2 76.0 75.8

合計 365 290 304 345 310

中
間
処
理
業
者
最
終
処
分
業
者
※ 県内で中間処理された後の廃棄物については、「排出地域・県
内」として計上したもの  
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③焼却炉の休廃止の動向 

□廃棄物焼却炉については、平成 14 年 12 月のダイオキシン類の排出基準の規制強化によ

り、多くの施設が休廃止しています。 

□ダイオキシン類の排出基準の規制強化により焼却施設が減少しましたが、産業廃棄物実

態調査（平成 16 年度）にあわせて実施した排出事業者へのアンケート調査では、施設

の不足感は見られていません。 

  
表 23 廃棄物焼却炉の推移 

(単位：炉)
H11 H12 H13 H14 H15

200kg/h以上 4,000kg/h～ 5 7 9 6 6
2,000～4,000kg/h 19 16 20 18 17
200～2,000kg/h 572 70 66 38 38
小計 596 93 95 62 61

200kg/h未満 100～200kg/h 178 174 109 101
50～100kg/h 83 68 27 26
～50kg/h 40 29 12 11
小計 301 271 148 138

合計 596 394 366 210 199
※ H11は、処理能力が200kg/h未満の焼却炉数は、200～2,000kg/hに一括して計上したもの
※ 市町村が設置した焼却施設は除いたもの  
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2.3 廃棄物の不法投棄等の状況 
□関係機関と連携した監視体制の強化によって、大規模な不法投棄等は減少してきていま

すが、投棄件数は依然として増加傾向にあり、より悪質、巧妙化する傾向にあります。 

□不法投棄された廃棄物については、投棄者本人、関与者等への撤去指導により、撤去の

促進を図っていますが、撤去に至らない事案もあります。 

①不法投棄等の状況 

□不法投棄された廃棄物の量は年度間で

増減があるものの、投棄件数は依然と

して高水準で推移しており、ここ数年

は増加傾向にあります。 

□大規模な不法投棄、不適正処理事案は

減少傾向にあるものの、より悪質化、

巧妙化する傾向にあります。 

②不法投棄防止対策と撤去状況 

□市町村、警察本部など関係機関との連

携を強化するともに、監視資機材の整

備によって監視体制を強化するととも

に、行政処分の積極的な発動によって、

不法投棄の未然防止と悪質業者の排除に努めています。 

□不法投棄された廃棄物については、投棄者本人、関与者、排出事業者等への撤去指導に

より、撤去の促進を図っていますが、撤去に至らない事案もあります。 

 
表 25 産業廃棄物処理業者に 
対する取消処分の推移 
年度 件数
H10以前 2
H11 6
H12 4
H13 17
H14 15
H15 18  

表 26 主な不法投棄防止対策 
年度 項目
H4 市町村併任職員、監視員の設置
H6 産業廃棄物不法処理連絡協議会の設置
H9 防災ヘリによるスカイパトロール開始
H10 併任警察官の配置
民間警備会社への監視業務委託開始

H12 不法投棄110番設置
不法投棄防止のつどい開催(以後、毎年度開催)
排出事業者説明会開催
不法投棄緊急対策事業の創設

H13 野外焼却特別監視の実施
監視カメラの導入
携帯端末による監視連携システムの導入
不法投棄現場の位置情報及び画像を取得・整理する「エコパ
トロール」の本格導入

H15
GPS発信機を使用して廃棄物の適正処理を検証する「廃棄物処
理検証システム」等の導入
電力会社と「不法投棄情報提供に関する協定」を締結  

 

 

表 24 産業廃棄物不法投棄件数及び廃棄量の 
推移 

(単位：千m3)

投棄
件数
投棄量 投棄

件数
投棄量 投棄

件数
投棄量

H5 494 3 108(32) 9 602 12
H6 368 26 100(32) 31 468 57
H7 411 4 89(32) 7 500 10

H8 381 2 82(36) 7 463 9
H9 320 4 133(65) 54 453 58
H10 362 16 114(68) 151 476 167
H11 481 2 105(32) 7 586 9
H12 451 3 122(30) 4 573 7
H13 784 3 124(29) 8 908 12
H14 751 2 175(53) 13 926 15
H15 730 2 161(27) 16 891 18
※ ( )は10t以上の産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の投
棄件数で全投棄件数の内数

一般廃棄物
年度

産業廃棄物 合計
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2.4 全国の状況と本県の水準 

○一般廃棄物の状況 

□本県の一般廃棄物の 1 人 1 日あたりの排出量、再生利用率や最終処分率は、全国に比べ

良好な状況にあります。 
・1 人 1 日当たり排出量 1,075g  (全国 1,163g) 
・再生利用率       17.7％ (全国 16.8％) 

・最終処分率        9 .9％ (全国 15.6％) 
□本県の市町村等の設置する一般廃棄物の最終処分場の残余容量は、全国（約 13 年分）に
比べ、約 6 年分と少ない状況にあります。 

○産業廃棄物の状況 

□本県の産業廃棄物の再生利用率、最終処分率は全国に比べ良好な状況にあります。 

・再生利用率 48％(全国 37％※) 
・最終処分率  7％(全国  9％※) 

□安定型最終処分場の残余年数は比較的余裕があるものの、管理型産業廃棄物の処分は全

量を県外に依存しています。 
※本県では動物ふん尿を含む率を算出していないため、全国の数値から動物ふん尿を除外した数値を試算

して比較しました。これを含む全国の数値は、それぞれ、10％、46％です。 

①一般廃棄物 

□本県における一般廃棄物の 1 人 1 日あたりの排出量は、全国平均よりも約 8％少ない状

況にあります。 

□市町村等の設置する一般廃棄物の最終処分場の残余容量は、全国的には約 13 年分の残

余年数があるものの、本県は約 6 年分と少ない状況にあります。 

 
表 27 一般廃棄物に関する推移（全国の状況との比較） 

H11 H12 H13 H14 H15
1人1日あたり排出量 栃木県 998 1,028 1,052 1,075 1,075

(g/人･日) 全国 1,159 1,185 1,180 1,166 1,163
再生利用率 栃木県 18.0 18.3 18.2 18.1 17.7

(％) 全国 13.1 14.3 15.0 15.9 16.8
最終処分率 栃木県 11.7 11.5 10.7 10.1 9.9

(％) 全国 20.2 19.2 18.2 16.7 15.6

最終処分場残余年数 栃木県 7.3 6.5 6.5 6.1 5.7
(年) 全国 12.3 12.2 12.5 13.1 13.2

※栃木県の集計方法により全国の数値を計算したため、環境省の報告書と異なる  

 

②産業廃棄物 

□産業廃棄物の排出状況は各地域の産業構造によって大きく異なることから、単純な比較

は難しいですが、産業廃棄物の種類別の処理状況で比較すると本県の再生利用、最終処

分の処理の水準は全国平均を上回っています。 

□安定型最終処分場の残余年数は比較的余裕があるものの、管理型産業廃棄物の処分は全

量を県外に依存しています。 
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表 28 産業廃棄物の処理状況の推移（種類別，全国の状況との比較） 
(単位：％)

H11 H12 H13 H14 H15 H11 H12 H13 H14 H15

本県 6 5 5 5 5 7 7 7 8 9

全国 5 8 8 8 9 11 9 9 9 7

本県 34 40 41 33 47 24 28 26 29 22

全国 22 25 26 27 31 44 45 44 44 37

本県 36 36 37 39 55 6 8 6 5 4

全国 28 37 39 45 58 10 10 10 10 7

本県 91 93 92 92 98 8 7 8 8 2

全国 78 83 83 83 87 15 16 15 16 11

本県 74 76 79 78 73 18 18 17 15 27

全国 35 41 42 44 58 60 56 55 52 38

本県 90 86 93 91 93 10 7 7 9 7

全国 66 77 78 79 88 28 21 20 19 12

本県 90 90 91 94 97 8 8 8 5 3

全国 73 82 83 84 89 23 17 16 14 10

本県 41 40 39 39 48 9 9 8 8 7

全国 27 31 31 32 37 16 14 13 13 9

再生利用率 最終処分率

金属くず

ガラス･陶磁器くず

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

木くず

鉱さい

がれき類

合計

汚泥

 

 

 
表 29 産業廃棄物の最終処分場の残余年数の推移（全国の状況との比較） 

 
H11 H15

本県 6.1 7.8

全国 3.3 4.7

H15の全国は、H14年度末の残余年数

安定型最終処分場残余年数
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2.5 農業・鉱業から排出される産業廃棄物の状況 

○農業から排出される産業廃棄物 

□家畜のふん尿は概ね適正に処理され、その利用も進んでいますが、一部で過剰に施用さ

れている例もあり、より適正な活用を図ります。 
□廃プラスチック類については、さらに循環的利用を進めるとともに、排出量の抑制を図

ります。 

○鉱業から排出される産業廃棄物 

□鉱業から排出された汚泥や鉱さいの多くは、「鉱山保安法」等により採取地内で埋め戻

し処理をされています。 

2.5.1 農業から排出される産業廃棄物 

①排出の状況 

□平成 16 年度の排出量は、家畜のふん尿 2,918 千トン、廃プラスチック類 3.4 千トン、

動物の死体 3.7千トンです。 

②処理の状況 

□家畜のふん尿は、そのほとんどが肥料化され農地に還元されているが、一部で過剰に施

用されている例があります。 

□廃プラスチック類のリサイクル率は約 8 割であり、循環的利用が進んでいます。 

□家畜の死体は、ほとんどが県外の処理施設（化製場）において処理されています。 

③今後の課題と取組み 

□「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」が平成 16 年 11 月に完全

施行されたことに伴い、関係機関と連携し、家畜ふん尿の適正処理とその有効利用の推

進を図ります。 

□栃木県使用済農業生産資材適正処理推進協議会の活動を通して、農業用廃プラスチック

類の循環的利用をさらに進め、最終処分量を削減するとともに、排出量の抑制を図りま

す。 

2.5.2 鉱業から排出される産業廃棄物 

①排出の状況 

□平成 15 年度の排出量は、汚泥 1,997 千トン、鉱さい 12 千トンです。 

②処理の状況 

□排出された汚泥、鉱さいは、「鉱山保安法」等の処理基準に従って脱水又は天日乾燥さ

せ、採取跡地へ埋め戻しされています。 

③今後の課題と取組み 

□立入検査等により「鉱山保安法」等の処理基準の遵守を確認するなど、適正な処理を確

保します。 
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2.6 計画の推進状況 

○「栃木県廃棄物処理計画」の推進状況 

□生活系一般廃棄物の排出量は、横ばいの傾向にあり予測値をわずかに下回っています。 

□事業系廃棄物の排出量は、増加の傾向にあり、予測値を上回っています。 
□一般廃棄物の再生利用率は頭打ちの状態にあるものの、最終処分率は減少傾向であり、

ともに現時点では目標達成には至っていません。 

□産業廃棄物の再生利用率及び最終処分率は、現時点で目標を達成しています。 

① 排出量 

□生活系一般廃棄物の排出量は、基準年以降、横ばいの傾向にあり、平成 22 年度の予測

値をわずかに下回っているものの、目標の達成には約 9％の減量が必要です。 

□事業系廃棄物の排出量は、基準年以降、増加の傾向にあり、特に平成 14 年度から平成

15 年度にかけ大きく増加したため、平成 22 年度における予測値を上回っています。 

②再生利用率 

□一般廃棄物の再生利用率は、基準年以降、ほぼ横ばいの 18%で推移しており、平成 22

年度の予測値と同程度です。平成 22 年度の目標達成には、12 ポイントの向上が必要で

す。 

□産業廃棄物の再生利用率は、今回の改定に伴う集計区分の見直しにかかわらず平成 14

年度から平成 15 年度にかけ大きく増加し、平成 22 年度の目標値を上回っています。 

③最終処分率 

□一般廃棄物の最終処分率は、基準年以降、減少傾向にあり、平成 22 年度の予測値を下

回っていますが、平成 11 年度から平成 15 年度で 2 ポイントの減少であり、目標の達成

にはさらに 4 ポイントの削減が必要です。 

□産業廃棄物の最終処分率は、基準年以降、減少傾向にあり、基準年に対して半減させる

との目標を達成しています。 
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表 30 廃棄物処理計画の目標値に対する推移 
予測値 目標値

H11 H12 H13 H14 H15 H22 H22
生活系一般廃棄物の排出量 千t 541 544 550 554 548 552 497
事業系廃棄物の排出量 千t 3,194 3,260 3,373 3,413 4,039 － －

3,389 3,456 3,562 3,694 4,370 4,213 3,791
一廃 191 213 221 235 242 237 213

3,003 3,047 3,152 3,178 3,797 － －
3,198 3,243 3,341 3,459 4,128 3,976 3,578

一般廃棄物の再生利用量 千t 131 138 140 143 140 137 215
一般廃棄物の再生利用率 ％ 18 18 18 18 18 17 30
産業廃棄物の再生利用量 千t 1,314 1,298 1,311 1,358 1,976 1,624 1,610
産業廃棄物の再生利用率 ％ 44 43 42 43 52 － －

41 40 39 39 48 41 45
一般廃棄物の最終処分量 千t 85 87 83 80 79 91 46
一般廃棄物の最終処分率 ％ 12 12 11 10 10 12 6
産業廃棄物の最終処分量 千t 186 184 180 140 115 － －

282 285 277 285 287 348 187
産業廃棄物の最終処分率 ％ 6 6 6 4 3 － －

9 9 8 8 7 9 5
※事業系廃棄物の排出量、産業廃棄物の再生利用率、最終処分量及び最終処分率の欄の上段は、鉱山保安法に基づく汚泥等の
統計区分を補正した後の値であり、下段は補正前の値

実績値

産廃

 
 
図 21 産業廃棄物の排出量及び再生利用率
（補正前） 
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図 22 産業廃棄物の排出量及び再生利用率 
（補正後） 
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図 23 産業廃棄物の排出量と最終処分率
（補正前） 
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図 24 産業廃棄物の排出量と最終処分率
（補正後） 
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第３章 廃棄物をめぐる主な課題と施策の基本的な方向 

○廃棄物の排出抑制と循環的利用の促進 

（課題） 
□廃棄物の再生利用が進んでいるものの、排出量は生活系一般廃棄物が横ばい、事業系廃棄

物が増加傾向にあります。 
 □「容器包装リサイクル法」の見直しを踏まえ、県民・事業者・行政が一体となった収集・
処理体制の構築に向けた努力が必要です。 

（基本的な方向） 
○排出抑制を推進、次に適正な循環的利用を促進し、残ったものは適正に処分します。 

○県が再生品の利活用に積極的に取り組むとともに、県民や事業者等の自主的・積極的な取

組を促進します。 
○市町村における一般廃棄物の排出抑制、再生利用の推進、負担の公平化などを進めるため

の一般廃棄物の有料化についての検討を促進します。 

○廃棄物の適正処理と処理施設の確保 

（課題） 
□一部の市町村等では、焼却施設等の更新の遅れや、最終処分場がなく一般廃棄物の処分を

県外業者に依存している状況にあります。 
□市町村等の施設整備にあたっては、余熱回収や災害廃棄物などへの対応にも配慮する必要

があります。 

□管理型産業廃棄物の最終処分は、その全量を県外の最終処分業者に依存し、また、廃棄物

の種類によっては県外の中間処理業者に依存しているものもあります。 
□アスベストを含む建材を使用した建築物の解体に伴い、アスベスト廃棄物の増加が予想さ

れます。 
□本県の PCB廃棄物の処理は、北海道に設置される施設で処理することとなりましたので、
安全な運搬方法等について検討する必要があります。 

（基本的な方向） 
○県内から排出される廃棄物は基本的に県内で処理(域内処理)できるよう、適正な処理施設の
整備を促進します。 

○市町村等における処理施設の広域化や災害廃棄物等の適正処理を促進するため、市町村等

に対して技術的な支援に努めます。 
○民間の産業廃棄物処理施設の整備状況を踏まえ、必要に応じて公共関与により施設を確保

します。 
○関係機関や関係団体と連携し、総合的にアスベスト対策に取組むとともに、解体業者や廃

棄物処理業者に対して適正処理を指導します。 

○PCB廃棄物の確実かつ適正な処理体制の確保などについて、処理計画を策定し適正処理を
推進します。 

○廃棄物処理への信頼の確保と不法投棄の抑止 

（課題） 
□悪質業者等による不法投棄や不適正処理により、依然として県民の廃棄物処理に対する不
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安感、不信感が根深い状況にあります。 
□大規模な不法投棄事案は減少してきていますが、より悪質・巧妙化するとともに、投棄件

数は増加傾向にあります。 

（基本的な方向） 
○県民に対し、処理施設の安全性等の正確な情報の提供や、処理業者による積極的な情報公

開を促し、不安感・不信感の払拭に努めます。 

○警察等関係機関との連携や社会全体で監視するなど監視体制の充実・強化などを図り、不

法投棄をさせない社会づくり、地域づくりを推進します。 

3.1廃棄物の排出抑制と循環的利用の促進 
（課題） 
□廃棄物の排出量は一般家庭から排出される生活系一般廃棄物の排出量がほぼ横ばいで推移し、また、

事業所から排出される事業系廃棄物（事業系一般廃棄物及び産業廃棄物）は増加傾向にあります。 

□再生利用率は一般廃棄物、産業廃棄物ともに全国平均を上回っていますが、一般廃棄物の再生利用

率が伸び悩むなどの課題もあります。 

□本計画策定後、国では「循環型社会形成推進基本法」をはじめとするリサイクル関連法の制定・改

正が行われ、平成 17年 2 月には中央環境審議会より「一般廃棄物処理に関する意見具申」が報告

されました。本県においても平成 15年 3 月に「栃木県循環型社会推進指針」を策定しましが、今

後も、国の動向に敏速に対応した、資源の循環利用のさらなる促進に向けた取組が必要です。 

□「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（以下、「容器包装リサイクル法」

という）」の見直しに向けた検討が国では進められており、本県でも特定の容器包装の排出・処理

量が増えています。今後、法の見直しを踏まえ、資源の有効利用、循環利用に向けて、県民（消費

者）・事業者・行政が一体となった収集・処理体制の構築に向けた努力が必要です。 

□これまで以上に廃棄物の排出を抑制するとともに、適正な循環的利用（再使用、再生利用、熱回収）

と中間処理による減量化を推進し、さらに最終処分量を削減していく必要があります。 

（施策の基本的な方向） 

○「循環型社会形成推進基本法」に定める廃棄物・リサイクル対策の優先順位を踏まえ、廃棄物の排

出量の抑制を積極的に推進することとし、次に適正な循環的利用（再使用、再生利用、熱回収）を

促進したうえで、なお処分しなければならない廃棄物について適正に処分することを基本とします。 

○廃棄物が適正に再生利用（マテリアルリサイクル）されるためには、再生品の需要が拡大し、市場

が十分に形成されることが必要であることから、その動向を見極めながら、熱回収（サーマルリサ

イクル）についてもあわせて推進します。 

○県民、事業者、行政が共通認識のもとに、それぞれの役割に応じた努力を積み重ねていくよう、県

として再生品の利活用に積極的に取り組むとともに、県民、事業者等の自主的・積極的な取組を促

進します。 

○市町村における経済的インセンティブを活用した一般廃棄物の排出抑制や再生利用の推進、排出量

に応じた負担の公平化及び住民の意識改革を進めるための一般廃棄物の有料化の検討を促進しま

す。 
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3.2廃棄物の適正処理と処理施設の確保 
（課題） 
□市町村等が処理を行う一般廃棄物については、焼却施設等の更新に併せて施設の広域化を進め、余

熱の回収（サーマルリサイクル）などにも配慮した施設整備を進めることとしていますが、その施

設整備が遅れている市町村等や、最終処分場がなく、その処分を他県の処理業者に依存している市

町村等があります。 

□市町村等の施設整備にあたっては、震災等の災害により多量の廃棄物が排出されることが想定され

ますので、これらの廃棄物の処理についても配慮が必要です。 

□産業廃棄物の中間処理については、自社処理から処理業者委託処理へ移行しつつあり、更に社会経

済活動等の状況により処理量の増加の懸念もあることから、引き続き、適正な処理施設の確保が必

要です。また、感染性廃棄物など種類によっては、その多くを県外の処理業者に委託し処理してい

ます。 

□産業廃棄物の最終処分については、県内に管理型最終処分場が設置されていないため、管理型産業

廃棄物の全量が県外において処分される状況が続いており、県内の産業活動への影響も懸念されま

す。 

□全国的に最終処分場がひっ迫する中で、他地域からの廃棄物の流入を抑制しようとする動きも出て

きていることから、一般廃棄物、産業廃棄物ともに、必要な最終処分場を県内において安定的に確

保できるよう、積極的に取り組む必要があります。 

□アスベストを含む建材を使用した建物の建替え時期等を迎え、今後多量に発生することが予想され

るアスベスト廃棄物を適正に処理する体制の整備が必要となっています。 

□本県のポリ塩化ビフェニル（以下「PCB」という。）廃棄物は、平成 16 年 5 月、北海道に設置され

る処理施設で処理することとなりましたが、北海道までの安全な運搬等適正処理に必要な事項につ

いて、PCB廃棄物保管事業者に対し支援・指導していく必要があります。 

（施策の基本的な方向） 
○廃棄物の処分のみならず、適正な循環的利用を推進するため、適正な廃棄物処理施設の安定的な確

保に努めます。 

○他県における流入抑制の動向などにも配慮し、県内から排出される廃棄物は基本的に県内で処理す

る「域内処理」を推進します。 

○市町村等における一般廃棄物処理施設の広域化や災害廃棄物等の適正処理を促進するため、市町村

等に対し技術的な支援に努めます。 

○適正な廃棄物処理の推進に向け、排出事業者や処理業者への監視指導の徹底、優良事業者の育成な

どを進めます。 

○産業廃棄物処理施設については、民間事業者による整備状況を踏まえ、必要と認められるときには

公共関与による施設の確保に努めます。 

○アスベスト廃棄物に関して、労働基準監督署などの関係機関や解体事業者などの関係団体と連携し、

従事者の安全面やその適正処理について、総合的にその処理体制の整備を推進します。また、分別

解体の徹底やその運搬、処理について、事業者への啓発や立入検査による指導を行います。 
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○PCB廃棄物の処理については、北海道や処理事業参加県との連携を図りながら推進体制を確立する

とともに、PCB廃棄物の確実かつ適正な処理体制の確保などについて「栃木県 PCB廃棄物処理計

画」を策定し、適正処理を推進します。 

3.3廃棄物処理への信頼の確保と不法投棄の抑止 
（課題） 
□これまでに繰り返されてきた悪質業者等による不法投棄や不適正処理によって、県民の廃棄物処理

に対する不安感、不信感は根深いものとなっていますが、一方で、一般廃棄物の投棄も多く見られ

ることなど、県民や排出事業者自身のモラルの低下や廃棄物処理についての意識の希薄さも認めら

れます。 

□近年、大規模な不法投棄事案は減少しつつあるものの、不法投棄件数が一般廃棄物、産業廃棄物と

もに増加するとともに、より悪質、巧妙化する傾向にあります。 

（施策の基本的な方向） 
○県民の廃棄物処理への理解と協力が得られるよう、県民に対して処理施設の必要性や安全性などに

ついて正確な情報の普及啓発を図るとともに、処理業者に対して積極的な情報公開を促し、処理施

設への不安感、不信感の払拭に努めます。 

○不法投棄の未然防止、早期発見を図るため、警察等関係機関との連携や社会全体で監視するなど監

視体制の充実・強化、悪質な不法投棄に対する厳格な対応等によって不法投棄をさせない社会づく

り・地域づくりを進めます。 

○不法投棄された廃棄物については、投棄者本人はもとより排出事業者や土地所有者などへの撤去指

導や行政命令、地域の実情に応じた撤去方策の検討などによって撤去を促進するとともに、投棄物

による周辺環境への影響の未然防止にも努めます。 
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□引き続き、容器包装廃棄物の分別収集の促進、紙類及び生ごみの再資源化の徹底等及び焼却施設の

広域化、高度化により焼却灰の資源化（エコスラグ）を進めることにより再生利用率 30%を目指す

ものとします。なお、目標の達成には、平成 15 年度の再生利用率を更に 12 ポイント向上させる必

要があります。 

 
表 33 一般廃棄物の再生利用・最終処分の目標 

（単位：千ﾄﾝ：％） 

H11 H15 H22 予測 H22 目標  

A  B B/A C C/A C－A 

再生利用量 131 140 140 107 215 164 ＋84 

 再生利用率 18 18 18  30  ＋12 

最終処分量 85 79 78 92 46 54 －39 

 最終処分率 12 10 10  6  －6 

②産業廃棄物 

□最終処分については、分別の徹底による資源化の促進、中間処理による減量化、焼却灰の資源化等

を進め、「環境大臣が定める国の基本方針」と同様に平成 22 年度の最終処分率を平成 11 年度に対

して概ね半減（9％を 5％に低減）させることを目指していましたが、今回の改定に当たり、「鉱山

保安法」に基づき処理されている汚泥等の分類変更に伴い、現状において目標を達成する状況とな

っています。また、本県の最終処分の状況（処分率 3％）は、全国（9％）に比べ非常に進んだ状況

にあります。 

□このため、今回の改定では現在の水準を維持しつつ、再生利用、減量化の徹底を図ることとし、最

終処分率 3％以下を目標とします。 

□再生利用については、平成 22 年度の再生利用率の目標を 45％としていましたが、平成 15 年の実

態調査ではこれを上回る再生利用率を達成しています。 

□今後とも、分別の徹底や下水道汚泥の再資源化、製造業者の環境配慮設計の普及等により、廃棄物

の資源化の推進が見込まれることから、再生利用率 55％を目標とします。 

 
表 34 産業廃棄物の再生利用・最終処分の目標 

（単位：千ﾄﾝ：％） 

H11 H15 H22 予測 H22 目標  

A  B B/A C C/A C－A 

再生利用量 1,314 1,976 2,023 154 1,926 147 ＋612 

 再生利用率 44(41) 52 52  55  +11 

最終処分量 186(282) 115 118 63 105 56 －81 

 最終処分率 6(9) 3 3  3  －3 
※H22 予測は、使用済自動車を含めた再生利用率、再生処分率の予測値 
※再生利用率、最終処分量及び最終処分率の（ ）内の数値は、製造業・建設業から排出された汚泥等で鉱山
保安法に基づき処理されたものの統計区分を補正する前の再生利用率、最終処分量、最終処分率等 


